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【資 料 第 １ 号】 

資源環境部リサイクル清掃課 

 

文京区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の 

一部を改正する条例 新旧対照表 

 

      は改正部分を示す。 

改正後（案） 現行 

第一条から第八十七条まで （略） 第一条から第八十七条まで （略） 

付 則 付 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

５ 当分の間、第五十七条第一項に規定する

延滞金の年十四・六パーセントの割合及び

年七・三パーセントの割合は、同項の規定

にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和三

十二年法律第二十六号）第九十三条第二項

に規定する平均貸付割合をいう。）に年一

パーセントの割合を加算した割合をいう。

以下この項において同じ。）が年七・三パ

ーセントの割合に満たない場合には、その

年中においては、年十四・六パーセントの

割合にあってはその年における延滞金特例

基準割合に年七・三パーセントの割合を加

算した割合とし、年七・三パーセントの割

合にあっては当該延滞金特例基準割合に年

一パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年七・三パーセントの割合

を超える場合には、年七・三パーセントの

割合）とする。この場合における延滞金の

額の計算において、その計算の過程におけ

る金額に一円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。 

５ 当分の間、第五十七条に規定する延滞金

の年十四・六パーセントの割合及び年七・

三パーセントの割合は、同条の規定にかか

わらず、各年の特例基準割合（当該年の前

年に租税特別措置法（昭和三十二年法律第

二十六号）第九十三条第二項の規定により

告示された割合に年一パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下この項において

同じ。）が年七・三パーセントの割合に満

たない場合には、その年（以下この項にお

いて「特例基準割合適用年」という。）中

においては、年十四・六パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合適用年におけ

る特例基準割合に年七・三パーセントの割

合を加算した割合とし、年七・三パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合に年

一パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年七・三パーセントの割合

を超える場合には、年七・三パーセントの

割合）とする。この場合における延滞金の

額の計算において、その計算の過程におけ

る金額に一円未満の端数が生じたときは、
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これを切り捨てる。 

６ （略） ６ （略） 

付 則（令和二年 月 日文京区条例

第 号） 
 

（施行期日）  

１ この条例は、令和三年一月一日から施行

する。 
 

（経過措置）  

２ この条例による改正後の文京区廃棄物の

処理及び再利用に関する条例付則第五項の

規定は、この条例の施行の日以後の期間に

対応する延滞金について適用し、同日前の

期間に対応する延滞金については、なお従

前の例による。 

 

 


